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令和５年度武豊町一般会計予算反対 討論 

議案第６号 令和５年度武豊町一般会計予算 

２０２３年３月２1日 

日本共産党議員団 

                                       梶田 進 

 

 議長のお許しをいただきましたので、日本共産党議員団を代表して、議案第６号 令和５

年度武豊町一般会計予算について、反対の立場で討論いたします。 

 令和５年度一般会計予算は総額１７４億８９００万円で史上最高額となっています。大型

予算となった背景には町税の大幅な増収（１１２億円余）があったことによります。歳入全

体を見ますと町税が３２億３８００万円（＋４８．６％）、法人事業税交付金３５０３万円

（＋４３．８％）、地方消費税交付金１億５４８７万円（＋１７．２％）、国庫支出金３億２

８１２万円（２３．１％）などが金額・率とも大幅な伸びをしています。一方、歳出面では、

民生費６４億３８６２万円（＋１３％）、衛生費１４億７６２３万円（１６．９％）、土木費

２４億２１６４万円（＋２９．１％）、教育費３１億５２４７万円（＋６６，９％）、公債費

９億２７５５万円（＋３８．９％）、歳出の大幅増の要因として、大型の建設、設備設置、

撤去工事が行われる部署で、歳入増加分をほぼ消化したことになります。 

 大型の投資的経費は住民要望等もあり、応える必要がありますが短期間に集中することで

後年度負担のバランスが保てるか懸念されるところであります。 

 リニア建設促進愛知県期成同盟会負担金３千円、見通しが立たないリニア建設、促進どこ

ろか遅れが目立つ進行です。一度立ち止まって本当に必要なのかどうか再考することが重要

であります。 

 役場事務委託料 ２２２１万円は事務量に比べ低額といわざるを得ない。末端で配布され

ている組員さんの労苦に応えていない。真剣に増額を考えるべきです。 

 知多地域地方税滞納整理機構負担金５０万円は、機構の発足当時の目的は十分に果たして

おり、滞納徴収は滞納者の把握が十分できるそれぞれの自治体が、滞納者に責任をもって行

うべきであり機構からの脱退を求めます。 

 新産業立地促進奨励金２７３２千円は、一定規模以上の敷地、床面積を有する増設等を行

う企業への奨励金であり、特定企業への奨励金は廃止し、町内の家内的商工業の産業振興予

算とすべきであります。 

 名浜道路推進協議会負担金Ⅰ０千円、東海環状地域整備推進協議会負担金５千円は地域発

展、災害時のためなど具体的な説明ができない事業の推進団体からは脱退すべきです。 

 知多南部広域環境組合から提供される地元対策協力金８５００万円は、屋内温水プールで

利用するのではなく、ごみ処理関連費用として使用すべきであります。その一つとしてごみ

袋の無料化への支出を求めます。屋内温水プール管理運営費を上回る費用を協力金として支

払う必要性は考えられません。 
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 保育所運営費負担金５９８４７千円、保育所私的契約児童使用料１０５千円、保育所長時

間保育使用料１２９１４千円、保育所一時的保育使用料１２９３千円及び園児主食代６９５

１千円、園児給食費４２５０３千円の無償化を実施するための予算措置を求めます。全額の

無償化が困難であるならば、子育てが非常に厳しくなっている家庭への減免可能な予算とす

べきです。 

 小中学校給食費の無償化を求めます。学校給食費徴収金１９５０５４千円を無償化するた

めの予算計上を求めます。「学校給食法」で賄い材料費は保護者負担ときめられているから、

法に基づいて徴収しているとのことですが、各自治体の判断で減免は可能であるという政府

見解は近年の見解ではなく、学校給食法制定時の政府答弁であり、早急に進めるべき問題と

の見解であったということです。義務教育は無償という憲法の原則に照らしても、また給食

は食育という教育的観点から見ても、一日も早い無償化の予算計上を求めます。 

 最後に、国民健康保険税の均等割りを無収入である高校生・大学生の減免を実施するよう

求めます。そのためには、一般会計から均等割課税を無償化するために必要なその他繰り入

れを実施する予算を求めます。 

現在の国保会計を見ますと、国民の強い要望があって、国がついに均等割り負担を始めま

した。まだ就学前の児童のみが対象ですが、その負担部分２４０万円計上が計上され、一般

会計からの繰入金が使われています。高校生・大学生の均等割り減免のため、一般会計から

の繰入金について、同様の措置を取られることを求めます。 

以上の理由から、議案第７条 令和５年度国民健康保険事業特別会計予算に対する反対討

論といたします。 

以上 

 

  

 



 

令和５年第１回定例会 反対討論 

議案第 7号 令和 5年度武豊町国民健康保険事業特別会計予算 

2023年 3月 21日 

                                      日本共産党議員団 

梶田 進 

 

 議長のお許しをいただきましたので、日本共産党議員団を代表して、議案第 7号 令和 5

年度武豊町国民健康保険事業特別会計予算に、反対の立場で討論を行います。 

 

 令和５年度国民健康保険事業は、予算総額３６億 7２６４万５千円（前年度比△２．８

６％）であります。予算内容を前年比で見ますと 

歳入 

 健康保険税    ７億９６１０万円 前年度比 △５５３２万円   △６．５％ 

 県補助金    ２５億４２１６万円 前年度比 △１億１０７４万円 △４．２％％ 

          （内 普通交付金 ２４億７１５４万円 △１億１７７９万円 △４．３％ 

            特別交付金     ７０６２万円 ＋１００５万円 ＋１１６．６％） 

 一般会計繰入金  ２億６２５６万円 △３７３万円  △１．４％ 

 以上が大まかな歳入です。 

 

 歳出は 

  療養諸費    ２１億７９４７万円 △１億１４２６万円 △５％ 

  高額療養費    ２億９５５８万円 △ ７２６万円 △２．４％ 

  出産一時金      １４５１万円 ＋２３０万円」１５．９％ 

  保険事業費納付金  

    医療給付費分   ７億１２６５万円   ＋７２９万円 １．０％ 

    後期高齢者支援分 ２億５５５８万円 ＋１２８８万円 ５．３％ 

    介護納付分       ８４７８万円   △８１３万円 △８．８％ 

     合計      １０億５３０１万円   ＋１２０４万円 ＋１．２％        

 

 多くの数字を述べましたが、ここから見えてくるのは、武豊町民が健康に留意し、病気

にかからないように努力しても、被保険者の健康保険税負担が増加するということです。 

 歳入部分で健康保険税、県普通交付金が少なくなります。歳出部分でも療養諸費、高額

療養費が下がります。この理由として考えられるのは、被保険者数の減少の影響が大きい

と考えられます。しかし、保険事業費納付金医療給付費分は増加しています。この比較か

らいえることは被保険者一人分の医療費減であるにも関わらず、一人分の保険料は引き上

げられるということに繋がります。制度的に問題点があるということであります。 



 そもそも、国民健康保険制度は一次産業等で協会健保・組合健保等がない方に全国民に

保険を設ける皆保険ということから発足した制度です。そうしたことから発足当時は国の

補助金は約５０％程度ありましたが、それが徐々に削減され広域化される前には実質３

０％を切るほどに削減されました。愛知県は独自の助成の打ち切りを行いましたことが、

保険税（料）の大幅引き上げとなりました。また、被保険者の構成も大きく変わり、低所

得者が多くの比率を占めるようになったことから、国保税収入が伸び悩み国保会計の悪化

を招いた大きな要因としてあります。 

 国保会計が広域化され、その中の一自治体として示される納付金を確保するため安易な

税体系の変更は行うべきではありません。令和５年度については、医療分の限度額が６３

万円から６５万円に、介護分が１９万円から２０万円に引き上げられますが、その理由が

法制度の変更によって税条例改正するとのこと。国民健康保険制度の加入者は、低所得

者・世帯が多く年間所得が１００万円未満の方が過半数となっている現実から、被保険者

の努力に鑑み、一般会計からの繰入を実施し、税の大原則である、所得のない人からは徴

収しない、累進課税の原則で徴税すべきであります。 

以上の理由から、議案第７号 令和５年度 武豊町国民健康保険次行特別会計予算に反

対するものであります。 

 

以上 

 


